
 

参考資料３－１ 

プロダクト・バイ・プロセス・クレームに関する 

審査基準該当部分 
 

「審査基準第 II 部 第 2 章 第 3 節 明確性要件 4.3.2」 

 
4.3.2 物の発明についての請求項にその物の製造方法が記載されている場合 

 
物の発明についての請求項にその物の製造方法が記載されている場合におい

て、その請求項の記載が「発明が明確であること」という要件に適合するといえ

るのは、出願時においてその物をその構造又は特性により直接特定することが

不可能であるか、又はおよそ実際的でないという事情が存在するときに限られ

る。そうでない場合には、当該物の発明は不明確であると判断される。(参考) 最
二小判平成 27 年 6 月 5 日(平成 24 年(受)1204 号、同 2658 号)「プラバスタチンナトリウム

事件」判決 
 
上記の事情として、以下のものが挙げられる。 

 
(i) 出願時において物の構造又は特性を解析することが技術的に不可能であっ

たこと。 
(ii) 特許出願の性質上、迅速性等を必要とすることに鑑みて、物の構造又は特

性を特定する作業を行うことに著しく過大な経済的支出又は時間を要する

こと。 
 
出願人は、上記の事情の存在について、発明の詳細な説明、意見書等において、

これを説明することができる。 


